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平成２４年８月２８日 
 
堺 市 議 会 議 長	  
	 吉	 川	 敏	 文	 様 
 

提	 	 出	 	 者 
 
堺市議会議員	 	 	 	 黒	 田	 征	 樹	 	 	 	 	 	 堺市議会議員	 	 	 	 小	 林	 由	 佳 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 西	 田	 浩	 延	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 山	 根	 	 	 健 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 野	 村	 友	 昭	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 髙	 木	 佳保里 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 木	 畑	 	 	 匡	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 深	 井	 重	 行 

同	 	 	 	 	 	 	 井	 関	 貴	 史	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 上	 村	 太	 一 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 三	 宅	 達	 也	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 池	 田	 克	 史 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 米	 田	 敏	 文	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 佐	 治	 功	 隆 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 池	 側	 昌	 男	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 大	 林	 健	 二 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 芝	 田	 	 	 一	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 田	 渕	 和	 夫 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 裏	 山	 正	 利	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 成	 山	 清	 司 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 小	 堀	 清	 次	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 池	 尻	 秀	 樹 

同	 	 	 	 	 	 	 吉	 川	 	 	 守	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 水ノ上	 成	 彰	 	 	  
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 西	 林	 克	 敏	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 馬	 場	 伸	 幸 

同	 	 	 	 	 	 	 北	 野	 礼	 一	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 野	 里	 文	 盛 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 西	 村	 昭	 三	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 榎	 本	 幸	 子 

同	 	 	 	 	 	 	 筒	 居	 修	 三	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 宮	 本	 恵	 子 
同	 	 	 	 	 	 	 小	 西	 一	 美	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 松	 本	 光	 治	 	 	 	 	 	 	 	  
同	 	 	 	 	 	 	 星	 原	 卓	 次	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 山	 口	 典	 子	 	 	 	 	 	 	 	  
同	 	 	 	 	 	 	 大	 毛	 十一郎	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 平	 田	 多加秋	 	 	 	 	 	 	 	  
同	 	 	 	 	 	 	 中	 井	 國	 芳	 	 	 	 	 	 	  
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議 案 の 提 出 に つ い て 
 
 
	 下記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び会議規則第１３条の規定により提出す

る。 
 
 

記 
 
 
議員提出議案第２９号	 	 堺市がん対策推進条例 
 
 
 
 

理由 
	 本市のがん対策に関し、市、保健医療関係者、事業者及び市民の責務等を明らかにし、本市の

がん対策に関する施策の基本となる事項を定めることにより、がんの予防及び早期発見に資する

とともに、科学的な知見に基づく適切ながんに係る医療を全ての市民が受けられるようにするた

めの総合的な施策を推進するために本条例案を提案するものである。 
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議員提出議案第２９号 
 

堺市がん対策推進条例	 

 
がんは、市民の疾病による死亡の最大の原因であり、今日その対策が市民の生命及び健康にと

って重大な問題となっている。	 

がんとなって闘病することや不幸にしてがんによる死を迎えることは、個人の問題から事業者、

行政及び地域にとっても切実な問題として捉えられるようになってきている。	 

このような現状に鑑み、子どもの頃から健康的な生活習慣を身に付け、がんに関する知識を深

め、がんの予防や早期発見に努めるとともに、たとえがんに罹
り

患したとしても、社会での役割を

果たすことができ、人権が尊重され、お互いに支え合い、安心して暮らしていける地域社会を実

現するため、市民総ぐるみによるがん対策の推進に取り組むことを決意し、この条例を制定する。	 

（目的）	 

第１条	 この条例は、がん対策基本法（平成１８年法律第９８号）の趣旨を踏まえ、市のがん対

策に関し、市、保健医療関係者、事業者及び市民の責務等を明らかにし、市のがん対策に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、がんの予防及び早期発見に資するとともに、科

学的な知見に基づく適切ながんに係る医療（以下「がん医療」という。）を全ての市民が受けら

れるようにするための総合的な施策を推進することを目的とする。	 

（市の責務）	 

第２条	 市は、国、大阪府、医療機関、医療関係団体並びにがん患者及びその家族等で構成され

る団体その他の関係団体との連携を図りつつ、がん対策推進に関する計画に基づき、地域の特

性に応じた施策を策定するとともに、当該施策を実施する責務を有する。	 

２	 前項の施策は、がん医療等（がんの予防及び早期発見の推進並びにがん医療をいう。以下同

じ。）のほか介護、福祉、教育、雇用等幅広い観点からの検討を踏まえて策定されるものでなけ

ればならない。	 

（保健医療関係者の責務）	 

第３条	 保健医療関係者（がん医療等に携わる者をいう。以下同じ。）は、市が実施するがん対策

等に関する施策に協力し、がんの予防に寄与するよう努めるとともに、がん患者の置かれてい

る状況を深く認識し、良質かつ適切ながんに係る医療を提供するよう努めなければならない。	 

(事業者の責務)	 

第４条	 市内において事業活動を営む者（次項において「事業者」という。）は、従業員及びその

家族（以下「従業員等」という。）に対するがんに関する正しい知識の普及に積極的に取り組む

とともに、従業員等が定期的にがん検診を受けることができる環境の整備に努めなければなら

ない。	 

２	 事業者は、市が実施するがん対策に関する施策に協力するよう努めなければならない。	 
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（市民の責務）	 

第５条	 市民は、喫煙、飲酒、食生活、運動その他の生活習慣及びウイルス等の感染が健康に及

ぼす影響等がんに罹患しやすくなる要因を排除するための正しい知識を持ち、がんの予防に必

要な注意を払うよう努めるとともに、市が実施するがん対策に関する施策に協力し、定期的に

がん検診を受診するよう努めなければならない。	 

(がん情報の収集と提供)	 

第６条	 市は、がんの罹患、死亡等がん対策に資する情報を収集し、分析するための取組等必要

な施策を講ずるものとする。	 

２	 市は、関係機関と協力し、市民に対して、がんの予防及び早期発見、がん医療並びに患者支

援に関する適切な情報の提供に努めるものとする。	 

３	 市、関係機関及び市民は、がん対策に関する情報の共有化に努めなければならない。	 

（がん予防の推進）	 

第７条	 市は、関係機関と協力し、がんの予防に資するため、次の各号に掲げる施策を推進する

ものとする。	 

(1)	 喫煙、飲酒、食生活、運動その他の生活習慣及びウイルス等の感染が健康に及ぼす影響等

がんに罹患しやすくなる要因を排除するための正しい知識の普及啓発	 

(2)	 科学的知見に基づくがん予防の効果が見込まれる予防接種を普及させるための施策	 

(3)	 受動喫煙（室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをい

う。）を防止するための施策	 

(4)	 医療機関における喫煙者に対する禁煙支援及び生活習慣の改善のための指導の実施に対す

る支援	 

(5)	 教育機関におけるがん予防につながる学習活動の充実	 

(6)	 前各号に掲げるもののほか、がん予防のために必要な施策	 

（がんの早期発見の推進）	 

第８条	 市は、関係機関と協力し、がんの早期発見に資するため、有効性の確立したがん検診シ

ステムの構築を目標として、科学的根拠に基づくがん検診を計画的に実施することとし、次の

各号に掲げる施策を推進するものとする。	 

(1)	 がん検診の実施体制の充実	 

(2)	 がん検診の受診率向上のための施策	 

(3)	 がん検診を受診する機会を確保するための施策	 

(4)	 がん検診精密検査の体制の確立	 

(5)	 がん検診の精度管理体制の充実及び精度管理指標の公表	 

(6)	 がん検診に携わる医療従事者の資質の向上を図るための研修の機会の確保	 

(7)	 前各号に掲げるもののほか、がんの早期発見のために必要な施策	 

（がん医療の推進）	 

第９条	 市は、大阪府及び専門的ながん医療を提供する医療機関と連携し、がん患者が等しくが

んの病状に応じたがん医療を受けることができるよう、在宅医療を含めてその環境整備に努め

るとともに、質の高いがん医療を提供するため、次の各号に掲げる施策の推進に努めるものと
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する。	 

(1)	 厚生労働大臣が指定する地域がん診療連携拠点病院との連携	 

(2)	 大阪府が指定する大阪府がん診療拠点病院との連携	 

(3)	 前２号に掲げる病院とその他の医療機関等との役割分担及び連携	 

(4)	 がん患者の意向を踏まえ、住み慣れた家庭や地域での療養を選択するため、医療及び介護

の提供体制の整備並びに地域包括支援センター等関係機関との連携	 

(5)	 継続した医療、看護及び介護を提供するための地域連携クリニカルパスの普及並びに推進

に必要な関係機関との連携	 

(6)	 前各号に掲げるもののほか、がん医療の推進のために必要な施策	 

（緩和ケアの推進）	 

第１０条	 市は、大阪府等と連携し、がん患者の身体的若しくは精神的苦痛又は社会生活上の不

安その他のがんに伴う負担の軽減を目的とする医療、看護、介護その他の行為（以下「緩和ケ

ア」という。）の充実を図るため、次の各号に掲げる施策の推進に努めるものとする。	 

(1)	 緩和ケア病棟、緩和ケアチーム及び緩和ケア外来の整備	 

(2)	 緩和ケアに関する専門的な知識及び技能を有する医療従事者の研修	 

(3)	 がんと診断された段階からのがん患者の状況に応じた緩和ケアの推進	 

(4)	 緩和ケアに関する専門医療機関並びに緩和ケアに係る関係者及び団体との連携協力体制の

整備	 

(5)	 在宅において緩和ケアを受けることができる体制の整備	 

(6)	 前各号に掲げるもののほか、緩和ケアの推進のために必要な施策	 

(女性特有のがん予防の推進)	 

第１１条	 市は、女性に特有のがん（女性に多いがんを含む。以下この条において同じ。）対策に

資するため、次の各号に掲げる施策を推進するものとする。	 

(1)	 がんに罹患しやすい年齢を考慮したがんの予防に関する正しい知識の普及啓発	 

(2)	 女性に特有のがんに係る検診の受診率の向上のための施策	 

(3)	 前２号に掲げるもののほか、女性に特有のがん対策を推進するために必要な施策	 

（がん登録の推進への協力）	 

第１２条	 市は、大阪府が実施する地域がん登録の推進に協力するものとする。	 

（がん患者等への支援）	 

第１３条	 市は、がん患者の療養生活の質の維持向上及びがん患者の身体的若しくは精神的な苦

痛又は社会生活上の不安その他のがんに伴う負担の軽減に資するため、医療機関等と連携し、

次の各号に掲げる施策の推進に努めるものとする。	 

(1)	 がん患者及びその家族等に対する相談体制の充実強化	 

(2)	 がん患者及びその家族等で構成される団体その他の団体が、他のがん患者等に対して、自

らの経験等を生かして行う活動の支援	 

(3)	 前２号に掲げるもののほか、がん患者及びその家族等の支援のために必要な施策	 

（堺市がん対策推進委員会）	 

第１４条	 がん対策の推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査し、及び審議す
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るため、堺市がん対策推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。	 

２	 委員会は、必要があると認めるときは、がん対策の推進に関する施策の実施状況について調

査し、市長に意見を述べることができる。	 

３	 委員会は、委員２０人以内で組織する。	 

４	 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。	 

	 (1)	 がん患者及び家族等で構成される団体に属する者	 

	 (2)	 保健医療関係者	 

	 (3)	 学識経験を有する者	 

	 (4)	 関係行政機関の職員	 

	 (5)	 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者	 

５	 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。	 

６	 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。	 

７	 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。	 

（市民総ぐるみによるがん対策の推進）	 

第１５条	 市は、保健医療関係者、がん患者等で構成される団体その他の関係団体と連携し、総

合的ながん対策を市民総ぐるみで推進するものとする。	 

（施策の見直し）	 

第１６条	 市長は、がん対策の推進に関する計画及び施策の実施状況について、定期的に検討を

加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めるものとする。	 

（財政上の措置）	 

第１７条	 市は、がん対策に関する各種施策を計画的に実施するため、必要な財政上の措置を講

ずるよう努めるものとする。	 

（委任）	 

第１８条	 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。	 

	 

附	 則	 

	 この条例は、平成２５年１月１日から施行する。	 
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平成２４年８月２８日 
 
堺 市 議 会 議 長	  
	 吉	 川	 敏	 文	 様 
 

提	 	 出	 	 者 
 
堺市議会議員	 	 	 	 黒	 田	 征	 樹	 	 	 	 	 	 堺市議会議員	 	 	 	 小	 林	 由	 佳 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 西	 田	 浩	 延	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 山	 根	 	 	 健 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 野	 村	 友	 昭	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 髙	 木	 佳保里 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 長谷川	 俊	 英	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 木	 畑	 	 	 匡 

同	 	 	 	 	 	 	 深	 井	 重	 行	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 井	 関	 貴	 史 
同	 	 	 	 	 	 	 上	 村	 太	 一	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 三	 宅	 達	 也 

	 	 同	 	 	 	 	 	 	 池	 田	 克	 史	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 米	 田	 敏	 文 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 佐	 治	 功	 隆	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 池	 側	 昌	 男 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 大	 林	 健	 二	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 芝	 田	 	 	 一 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 田	 渕	 和	 夫	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 裏	 山	 正	 利 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 成	 山	 清	 司	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 小	 堀	 清	 次 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 池	 尻	 秀	 樹	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 吉	 川	 	 	 守 

同	 	 	 	 	 	 	 水ノ上	 成	 彰	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 西	 林	 克	 敏 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 馬	 場	 伸	 幸	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 北	 野	 礼	 一 

同	 	 	 	 	 	 	 野	 里	 文	 盛	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 西	 村	 昭	 三 
	 	 同	 	 	 	 	 	 	 榎	 本	 幸	 子	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 筒	 居	 修	 三 

同	 	 	 	 	 	 	 宮	 本	 恵	 子	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 小	 西	 一	 美 
同	 	 	 	 	 	 	 松	 本	 光	 治	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 星	 原	 卓	 次 
同	 	 	 	 	 	 	 山	 口	 典	 子	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 大	 毛	 十一郎 
同	 	 	 	 	 	 	 平	 田	 多加秋	 	 	 	 	 	 	 	 同	 	 	 	 	 	 	 中	 井	 國	 芳	 	 	 	 	 	 	  
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議 案 の 提 出 に つ い て 
 
 
	 下記の議案を別紙のとおり、会議規則第１３条の規定により提出する。 
 
 

記 
 
 
議員提出議案第３０号	 	 市長専決事項の指定についての一部改正 
 
 
 
 

理由 
	 市長専決事項の追加指定を行う必要があるので、本案を提案するものである。 
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議員提出議案第３０号 
 

市長専決事項の指定についての一部改正	 

 
市長専決事項の指定について（昭和４５年６月１日議決）の一部を次のように改正する。 
市長において専決処分することができる事項として次の２項を加える。 

	 ３	 目的の価額が５，０００，０００円以下の債権に係る訴えの提起、和解及び調停に関す

ること。	 

４	 市営住宅の明渡しに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。 
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